
◎養護老人ホーム吉成苑（措置入所） 

【負担金】 

養護老人ホームの利用料金（負担金）は、利用者様の前年中（１月～１２月）の収入額・必要経費（社会保険

料や医療費等）を福祉事務所に申告して決定され、月毎に福祉事務所へ納めて頂くことになります。詳しくは

お住いの地域の福祉事務所にお問い合わせください。 

＜負担金の目安＞ 

  ・前年の収入－必要経費＝270,000 円以下の場合は 0円 

  ・前年の収入－必要経費＝1,440,001 円～1,500,000 円の場合は 81,100 円 

【その他の料金】 

○電化製品の使用にかかる費用 

 ・テレビ ：20円／日 

 ・電気毛布：20円／日 

 ・加湿器 ：20円／日 

 ・その他、コンセントを必要とする電化製品（1点につき）：10 円／日 

○理容［理容サービス］ 

   利用料金：2,200 円（毎月１回実施） 

○日常生活上必要となる諸費用実費 ※市価購入金額 

 嗜好品や日常生活品の購入代金等、自費負担が適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

 

◎養護老人ホーム吉成苑（契約入所） 

【利用料金】 

市県民税 課税者（日額） 

基本料 居住費 食 費 合 計 

3,000 円 1,000 円 1,500 円 5,500 円 

市県民税 非課税者（日額）※基本料の減額 

基本料 居住費 食 費 合 計 

2,000 円 1,000 円 1,500 円 4,500 円 

生活保護受給者（日額）※基本料の減額 

基本料 居住費 食 費 合 計 

1,000 円 1,000 円     1,500 円 3,500 円 

市県民税 課税者（月額） 

基本料 居住費 食 費 合 計 

90,000 円 30,000 円 45,000 円 165,000 円 

市県民税 非課税者（月額）※基本料の減額 

基本料 居住費 食 費 合 計 

  60,000 円 30,000 円 45,000 円 135,000 円 

生活保護受給者（月額）※基本料の減額 

基本料 居住費 食 費 合 計 

30,000 円 30,000 円 45,000 円 105,000 円 

 

 

 



  

【特定サービスを利用する場合】 

市県民税 課税者（日額） ※基本料の減額 

基本料 居住費 食 費 合 計 

2,000 円 1,000 円 1,500 円 4,500 円 

市県民税 非課税者（日額）※基本料の減額 

基本料 居住費 食 費 合 計 

1,000 円 1,000 円 1,500 円 3,500 円 

生活保護受給者（日額）※基本料の免除 

基本料 居住費 食 費 合 計 

0 円 1,000 円     1,500 円 2,500 円 

市県民税 課税者（月額） 

基本料 居住費 食 費 合 計 

60,000 円 30,000 円 45,000 円 135,000 円 

市県民税 非課税者（月額）※基本料の減額 

基本料 居住費 食 費 合 計 

  30,000 円 30,000 円 45,000 円 105,000 円 

生活保護受給者（月額）※基本料の免除 

基本料 居住費 食 費 合 計 

0 円 30,000 円 45,000 円 75,000 円 

※上記表は 30日計算の金額となります。利用日数及び月毎で変動する場合があります。 

※食事は提供した回数での請求となります。 

※利用料の減額・免除を希望する場合、“非課税証明書”“生活保護費支給票”等の提示が必要です。 

※入所者が入院した場合にお支払い頂く料金は居住費のみとします。 

【その他の料金】 

※養護老人ホーム吉成苑（措置入所）に準じています。 

 

◎外部サービス利用型指定特定施設入居者介護 

【利用料金】 

①サービス利用料（一日につき） 

 単位数 料金（１割負担） 料金（２割負担） 料金（３割負担） 

基本額 83 単位 86 円 171 円 256 円 

②受託居宅サービス利用料（報酬告示関係 １単位：10.27 円） 

a.指定訪問介護（１サービス利用あたり） 

◇身体介護が中心である場合 

提供時間 単位数 料金（１割負担） 料金（２割負担） 料金（３割負担） 

15 分未満 94 単位 97 円 193 円 290 円 

30 分未満 189 単位 195 円 389 円 583 円 

45 分未満 256 単位 263 円 526 円 789 円 

1 時間未満 341 単位 351 円 701 円 1,051 円 

1 時間 15 分未満 426 単位 438 円 875 円 1,313 円 

1 時間 30 分未満 511 単位 525 円 1,050 円 1,575 円 

 

 

 



  

◇生活援助が中心である場合 

提供時間 単位数 料金（１割負担） 料金（２割負担） 料金（３割負担） 

15 分未満 48 単位 50 円 99 円 148 円 

30 分未満 94 単位 97 円 193 円 290 円 

45 分未満 142 単位 146 円 292 円 438 円 

1 時間未満 190 単位 196 円 391 円 586 円 

1 時間 15 分未満 214 単位 220 円 440 円 660 円 

1 時間 15 分以上 256 単位 263 円 526 円 789 円 

b.指定通所介護（１日あたり） 

要介護度 単位数 料金（１割負担） 料金（２割負担） 料金（３割負担） 

要介護１ 592 単位 607 円 1,215 円 1,823 円 

要介護２ 699 単位 717 円 1,435 円 2,153 円 

要介護３ 810 単位 831 円 1,663 円 2,495 円 

要介護４ 920 単位 944 円 1,889 円 2,834 円 

要介護５ 1,033 単位 1,060 円 2,121 円 3,182 円 

c.指定訪問看護（１サービス利用あたり） 

提供時間 単位数 料金（１割負担） 料金（２割負担） 料金（３割負担） 

20 分未満 282 単位 290 円 580 円 869 円 

30 分未満 423 単位 435 円 869 円 1,304 円 

30 分以上１時間未満 739 単位 759 円 1,518 円 2,277 円 
1 時間以上 1時間 30 分未満 1,013 単位 1,041 円 2,081 円 3,121 円 
理学療法士等による訪問（1回） 264 単位 272 円 543 円 814 円 

③各種加算 

障害者等支援加算        20 単位／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6 単位／日 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）  利用単位数の 12.2％／月 

※端数処理上、若干の変動がございます。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて負担額が変更となります。 

【その他の料金】 

※養護老人ホーム吉成苑（措置入所）に準じています。 

 


